
 

 

東京都板橋区個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する条例の一部

を改正する条例を公布する。 

令和６年３月１５日 

東京都板橋区長  坂  本    健 

 

東京都板橋区条例第２号 

東京都板橋区個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する

条例の一部を改正する条例 

東京都板橋区個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する条例（平成

２７年板橋区条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第５号中「第９条第３項」を「第９条第４項」に改め、同条第

１６号を同条第１８号とし、同条第８号から第１５号までを２号ずつ繰

り下げ、同条第７号の次に次の２号を加える。 

⑻ 特定個人番号利用事務 番号法第１９条第８号に規定する特定個

人番号利用事務をいう。 

⑼ 利用特定個人情報 番号法第１９条第８号に規定する利用特定個

人情報をいう。 

第４条第１項中「番号法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個

人番号利用事務」に改め、同条第３項中「番号法別表第２の第２欄に掲

げる事務」を「特定個人番号利用事務」に、「同表の第４欄に掲げる特

定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、同項ただし書中「当該特

定個人情報」を「当該利用特定個人情報」に改める。 

別表第１の１の項中「別表第１の７６の項」を「別表１１１の項」に

改める。 

別表第２の１の項中「別表第１の７６の項」を「別表１１１の項」に

改め、同表１０の項特定個人情報の欄を次のように改める。 

地方税関係情報、医療保険給付関係情報、介護保険給付等関係情報、

難病患者医療関係情報、障がい者関係情報、障がい者自立支援給付 



 

 

関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に 

関する法律（平成６年法律第３０号）による永住帰国旅費、自立支 

度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給に関する情報、中国残留 

邦人等支援給付等関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 

３９年法律第１２９号）による資金の貸付け若しくは給付金の支給 

に関する情報、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）による養 

育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による小児慢性特定疾病 

医療費の支給、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給に関す 

る情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律 

第１３４号）による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しく 

は国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号） 

附則第９７条第１項の福祉手当の支給に関する情報、児童扶養手当 

関係情報、特別児童扶養手当関係情報又は児童手当関係情報であっ 

て区規則で定めるもの 

別表第２の１９の項中「別表第１の８の項又は９４の項」を「別表９

の項又は１２７の項」に改める。 

別表第３の１の項中「別表第１の９４の項」を「別表１２７の項」に

改める。 

   付 則 

 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の

施行の日から施行する。 



 

 

東京都板橋区組織条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和６年３月１５日 

東京都板橋区長  坂  本    健 

 

東京都板橋区条例第３号 

東京都板橋区組織条例の一部を改正する条例 

 東京都板橋区組織条例（昭和３９年板橋区条例第５０号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条の表福祉部の項中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号

を加える。 

  ⑵ 福祉事務所に関すること。 

付 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

 

東京都板橋区長期基本計画審議会条例の一部を改正する条例を公布す

る。 

令和６年３月１５日 

東京都板橋区長  坂  本    健 

 

東京都板橋区条例第４号 

東京都板橋区長期基本計画審議会条例の一部を改正する条

例 

東京都板橋区長期基本計画審議会条例（昭和４８年板橋区条例第２号）

の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

  東京都板橋区基本構想審議会条例 

第１条中「長期基本計画に」を「基本構想（板橋区基本構想の議決に

関する条例（平成２７年板橋区条例第１号）の規定に基づき、議会の議

決を経て定めるものをいう。以下同じ。）に」に、「東京都板橋区長期

基本計画審議会」を「東京都板橋区基本構想審議会」に改める。 

第２条中「長期基本計画の策定」を「基本構想の策定等」に、「調査

審議する」を「調査審議し、答申する」に改める。 

    付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



 

 

東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和６年３月１５日 

東京都板橋区長  坂  本    健 

 

東京都板橋区条例第５号 

東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例 

 東京都板橋区職員定数条例（昭和５０年板橋区条例第４３号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第１項を次のように改める。 

  職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 区長の事務部局の職員             ３，２５５人 

  （うち３８３人は、福祉事務所の職員の定数とする。） 

 ⑵ 議会の事務部局の職員                １８人 

 ⑶ 教育委員会の事務部局の職員            ２０３人 

⑷ 教育委員会の所管に属する学校の職員        １１２人 

  （うち６人は、幼稚園教諭の定数とする。） 

 ⑸ 選挙管理委員会の事務部局の職員           １１人 

 ⑹ 監査委員の事務部局の職員              １１人 

   合 計                    ３，６１０人 

 第２条第２項中「休業」を「自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児 

休業、大学院修学休業、公務災害休業」に改め、同条第３項中「休業者」 

を「育児休業者、公務災害休業者」に改める。 

   付 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

 

公益的法人等への板橋区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する

条例を公布する。 

令和６年３月１５日 

東京都板橋区長  坂  本    健 

 

東京都板橋区条例第６号 

公益的法人等への板橋区職員の派遣等に関する条例の一部

を改正する条例 

 公益的法人等への板橋区職員の派遣等に関する条例（平成２３年板橋

区条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第３号中「公益財団法人板橋区体育協会」を「公益財団

法人板橋区スポーツ協会」に改める。 

   付 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



 

 

職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和６年３月１５日 

東京都板橋区長  坂  本    健 

 

東京都板橋区条例第７号 

職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例 

 職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２７年板橋区条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第２６条の６第１項、第２項、第３項、第６項」を「第２

６条の６第１項から第３項まで、第６項から第８項まで」に改める。 

第９条を第１０条とし、第８条の次に次の１条を加える。 

（配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用） 

第９条 任命権者は、第２条又は第６条第１項の規定による申請があっ

た場合において、当該申請に係る期間（以下「申請期間」という。）

について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の

業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理す

るため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この

場合において、第２号に掲げる任用は、申請期間について１年を超え

て行うことができない。 

 ⑴ 申請期間を任用の期間（以下「任期」という。）の限度として行

う任期を定めた採用 

 ⑵ 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用 

２ 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期

が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内におい

て、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者

は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

 

（職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正） 

２ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１０年板橋区条

例第１８号）の一部を次のように改正する。 

  第１３条第５項中「職員及び」を「職員、職員の配偶者同行休業に

関する条例（平成２７年板橋区条例第６号）第９条第１項第２号の規

定により臨時的に任用された職員及び」に改める。 

  第１５条第１項第１号中「職員及び」を「職員、職員の配偶者同行

休業に関する条例第９条第１項第２号の規定により臨時的に任用され

た職員及び」に改める。 



 

 

東京都板橋区立男女平等推進センター条例の一部を改正する条例を公

布する。 

令和６年３月１５日 

東京都板橋区長  坂  本    健 

 

東京都板橋区条例第８号 

東京都板橋区立男女平等推進センター条例の一部を改正す 

る条例 

東京都板橋区立男女平等推進センター条例（平成１１年板橋区条例第

２６号）の一部を次のように改正する。 

別表東京都板橋区栄町３６番１号の項中「午後８時」を「午後９時３

０分」に改める。 

    付 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

 

東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和６年３月１５日 

東京都板橋区長  坂  本    健 

 

東京都板橋区条例第９号 

東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例 

  東京都板橋区営住宅条例（平成９年板橋区条例第４０号）の一部を次

のように改正する。 

第６条第２項第８号イ中「（配偶者暴力防止等法第２８条の２におい

て準用する場合を含む。）の規定」を「又は第１０条の２の規定（配偶

者暴力防止等法第２８条の２において準用する場合を含む。）」に改め

る。 

    付 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

 

東京都板橋区の福祉に関する事務所設置条例の一部を改正する条例を

公布する。 

令和６年３月１５日 

東京都板橋区長  坂  本    健 

 

東京都板橋区条例第１０号 

東京都板橋区の福祉に関する事務所設置条例の一部を改正

する条例 

 東京都板橋区の福祉に関する事務所設置条例（昭和４０年板橋区条例

第１０号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「別表」を「次」に改め、同条に次の表を加える。 

  

 

 

 

別表を削る。 

付 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

   名称      位置   所管区域 

東京都板橋区福祉

事務所 

東京都板橋区栄町３６番

１号 

板橋区の区域 

 

 



 

 

東京都板橋区立ふれあい館条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和６年３月１５日 

東京都板橋区長  坂  本    健 

 

東京都板橋区条例第１１号 

東京都板橋区立ふれあい館条例の一部を改正する条例 

 東京都板橋区立ふれあい館条例（昭和４４年板橋区条例第１３号）の 

一部を次のように改正する。 

 別表第２仲町ふれあい館の部、徳丸ふれあい館の部及び志村ふれあい

館の部中「機能回復訓練室」を「運動室」に改める。 

 別表第３の２個人利用の施設の部仲町ふれあい館の款浴室の項の前に

次のように加える。 

運動室 利用１回につき１５０円 

別表第３の２個人利用の施設の部徳丸ふれあい館の款浴室の項の前に

次のように加える。 

運動室 利用１回につき１５０円 

別表第３の２個人利用の施設の部志村ふれあい館の款機能回復訓練室

の項中「機能回復訓練室」を「運動室」に改める。 

付 則 

 この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。ただし、別表第２

の改正規定（志村ふれあい館の部に係る部分に限る。）及び別表第３の

２個人利用の施設の部志村ふれあい館の款機能回復訓練室の項の改正規

定は、公布の日から施行する。 



 

 

東京都板橋区介護保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和６年３月１５日 

東京都板橋区長  坂  本    健 

 

東京都板橋区条例第１２号 

東京都板橋区介護保険条例の一部を改正する条例 

東京都板橋区介護保険条例（平成１２年板橋区条例第２５号）の一

部を次のように改正する。 

 第１１条第１項第１号中「３万６，２００円」を「３万５，５００

円」に改め、同項第２号中「５万７００円」を「４万９，６００円」

に改め、同項第３号中「５万４，３００円」を「５万３，９００円」

に改め、同項第４号中「６万５，２００円」を「７万４００円」に改

め、同項第５号中「７万２，４００円」を「７万８，２００円」に改

め、同項第６号中「８万３，３００円」を「８万９，９００円」に改

め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ、第

１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第７号中「９万６００円」を

「９万７，８００円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第

１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第

８号中「１０万５，０００円」を「１１万３，４００円」に改め、同

号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ、第１５号

イ又は第１６号イ」に改め、同項第９号中「１１万９，５００円」を

「１２万９，０００円」に改め、同号ア中「４００万円」を「４２０

万円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１

４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第１０号中「１３

万４，０００円」を「１４万８，６００円」に改め、同号ア中「４０

０万円以上５５０万円」を「４２０万円以上５２０万円」に改め、同

号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ、第１５号

イ又は第１６号イ」に改め、同項第１１号中「１４万８，５００円」

を「１６万４，３００円」に改め、同号ア中「５５０万円以上７００



 

 

万円」を「５２０万円以上６２０万円」に改め、同号イ中「又は第１

３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ

に改め、同項第１２号中「１６万３，０００円」を「１７万９，９０

０円」に改め、同号ア中「７００万円以上１，０００万円」を「６２

０万円以上７２０万円」に改め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号

イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第１３号

中「１９万２，０００円」を「１８万７，７００円」に改め、同号ア

中「１，０００万円以上１，５００万円」を「７２０万円以上８２０

万円」に改め、同号イ中「部分を除く。）」の次に「、次号イ、第１

５号イ又は第１６号イ」を加え、同項第１４号中「２２万８，３００

円」を「３０万５，１００円」に改め、同号を同項第１７号とし、同

項第１３号の次に次の３号を加える。 

⒁ 次のいずれかに該当する者 １９万５，６００円 

ア 合計所得金額が８２０万円以上１，０００万円未満である者

であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が賦課される保険料の額について

この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を

除く。）、次号イ又は第１６号イに該当する者を除く。） 

⒂ 次のいずれかに該当する者 ２２万６，８００円 

ア 合計所得金額が１，０００万円以上１，５００万円未満であ

る者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が賦課される保険料の額について

この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を

除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

  ⒃ 次のいずれかに該当する者 ２６万６，０００円 

ア 合計所得金額が１，５００万円以上２，０００万円未満であ

る者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

」 



 

 

イ 要保護者であって、その者が賦課される保険料の額について

この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を

除く。）に該当する者を除く。） 

第１１条第２項中「２万１，７００円」を「２万２，２００円」に

改め、同条第３項中「３万２，６００円」を「３万４，０００円」に

改め、同条第４項中「５万７００円」を「５万３，５００円」に改め

る。 

  第１５条第３項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、第

１１号ロ、第１２号ロ又は第１３号ロ」に改め、同項第２号中「当該

該当するに至った」を「該当月から」に、「第９号」を「第１３号」

に、「該当する者として該当月から」を「規定する者として」に改め

る。

   付 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の東京都板橋区介護保険条例第１１条の規

定は、令和６年度分以降の保険料について適用し、令和５年度分以

前の保険料については、なお従前の例による。 

 



 

 

東京都板橋区老朽建築物等対策条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和６年３月１５日 

東京都板橋区長  坂  本    健 

 

東京都板橋区条例第１３号 

東京都板橋区老朽建築物等対策条例の一部を改正する条例 

 東京都板橋区老朽建築物等対策条例（平成２８年板橋区条例第７１号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第９号ア中「放置された」の次に「廃棄物（」を、「する廃棄

物」の次に「をいう。）」を加え、同号を同条第１０号とし、同条中第

８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、同条第

５号中「、特定空家等」を「、管理不全空家等、特定空家等」に改め、

同号を同条第６号とし、同条中第４号を第５号とし、第３号を第４号と

し、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 ⑵ 管理不全空家等 法第１３条第１項に規定する管理不全空家等を

いう。 

 第３条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 区長は、定期的に対策計画の見直しを行い、必要に応じて対策計画

の変更を行うよう努めるものとする。 

 第４条中「ものとする」を「とともに、区が実施する老朽建築物等に

関する施策に協力するよう努めなければならない」に改める。 

 第５条中「対策を実施するよう努めるものとする」を「老朽建築物等

に関する対策の実施その他の老朽建築物等に関して必要な措置を適切に

講ずるよう努めなければならない」に改める。 

 第８条第２項中「第１４条第１項」を「第２２条第１項」に、「区職

員又は」を「空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し

報告させ、又は区職員若しくは」に改め、同条の次に次の３条を加える。 

（管理不全空家等の認定） 

第８条の２ 区長は、空家等が法第１３条第１項に規定する状態にある



 

 

と認められるときは、当該空家等を管理不全空家等として認定するこ

とができる。 

（管理不全空家等に対する措置の指導） 

第８条の３ 区長は、法第１３条第１項の規定により、管理不全空家等

の所有者等に対し、法第６条第１項に規定する基本指針（同条第２項

第３号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空家

等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措

置をとるよう指導をすることができる。 

（管理不全空家等に対する措置の勧告） 

第８条の４ 区長は、前条の規定による指導をした場合において、なお

当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空

家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、法第１３

条第２項の規定により、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐

採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなるこ

とを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができ

る。 

２ 区長は、前項の規定による勧告をしようとする場合においては、あ

らかじめ、協議会に意見を聴くことができる。 

３ 区長は、管理不全空家等の所有者等に対して、第１項の規定による

勧告をしようとする場合は、あらかじめ、その勧告をしようとする者

に対し、弁明の機会を与えることができる。 

 第９条第１項中「周囲の日常生活に重大な悪影響を与えている状態」

を「法第２条第２項に規定する状態にある」に改める。 

 第１０条中「第１４条第１項」を「第２２条第１項」に改める。 

第１１条第１項中「第１４条第２項」を「第２２条第２項」に改める。 

第１２条第１項中「第１４条第３項」を「第２２条第３項」に改め、

同条第７項中「第１４条第１１項」を「第２２条第１１項」に改める。 

 第１３条第１項中「第１４条第９項」を「第２２条第９項」に改め、

同条第２項中「命ぜられるべき者」の次に「（以下この項及び次項にお



 

 

いて「命令対象者」という。）」を加え、「第１４条第１０項」を「第

２２条第１０項」に、「その者」を「当該命令対象者」に、「に行わせ

る」を「（以下この項及び次項において「措置実施者」という。）にそ

の措置を行わせる」に、「相当の期限を定めて、」を「区長は、その定

めた期限内に命令対象者において」に、「ときは、」を「ときは」に、

「その命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨を」を「措

置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、」

に改め、同条第３項中「前２項」を「第１項から第３項まで」に改め、

同項を同条第５項とし、第２項の次に次の２項を加える。 

３ 区長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著し

く危険な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木

竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる

必要があると認めるときで、前条第１項から第６項までの規定により

当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にか

かわらず、法第２２条第１１項の規定により、当該特定空家等に係る

命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に

行わせることができる。 

４ 前２項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行

法第５条及び第６条の規定を準用する。 

   付 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



 

 

東京都板橋区立シニア学習プラザ条例の一部を改正する条例を公布す

る。 

令和６年３月１５日 

東京都板橋区長  坂  本    健 

 

東京都板橋区条例第１４号 

    東京都板橋区立シニア学習プラザ条例の一部を改正する条 

    例 

東京都板橋区立シニア学習プラザ条例（平成２０年板橋区条例第４１

号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

    東京都板橋区立グリーンカレッジホール条例 

本則（第１条及び第２条を除く。）中「プラザ」を「ホール」に改め

る。 

第１条中「高齢者を中心とした」を削り、「東京都板橋区立シニア学

習プラザ（以下「プラザ」を「東京都板橋区立グリーンカレッジホール

（以下「ホール」に改める。 

第２条中「プラザ」を「ホール」に改め、同条第１号中「高齢者」を

「あらゆる世代」に改める。 

別表第１教室１教室２の部その他の日の項及び教室３の部その他の日

の項中「午後５時３０分から午後９時３０分まで」を「午前９時から午

後９時３０分までの間において教育委員会が別に定める時間」に改め、

同表ホール集会室の項中「ホール」を「４階ホール」に改める。 

 別表第２ホールの項及び備考中「ホール」を「４階ホール」に改める。 

   付 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 ２ この条例の施行の際、現に改正前の別表第１に規定する施設の利用

承認を受けている者は、改正後の別表第１に規定する施設の利用承認

を受けた者とみなす。 
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